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全日本合唱コンクール全国大会全日本合唱コンクール全国大会
中学生部門･高等学校部門中学生部門･高等学校部門

参加要項参加要項
２０2５２０2５年年

10/10/25　･2625　･26((日日)) オーバード･ホールオーバード･ホール((土土))
■ 主 催　全日本合唱連盟・朝日新聞社
■ 後 援　文化庁・富山県・富山県教育委員会・富山市・富山市教育委員会・全日本音楽教育研究会・ (公社)全国高等学校文化連盟・ＮＨＫ
■ 協 力　(一財)服部真二 文化･スポーツ財団
■ 主 管　全日本合唱連盟中部支部・富山県合唱連盟

■ 主 催　全日本合唱連盟・朝日新聞社
■ 後 援　文化庁・富山県・富山県教育委員会・富山市・富山市教育委員会・全日本音楽教育研究会・ (公社)全国高等学校文化連盟・ＮＨＫ
■ 協 力　(一財)服部真二 文化･スポーツ財団
■ 主 管　全日本合唱連盟中部支部・富山県合唱連盟



2025 25 26
オーバード・ホール（2,196席）
〒930-0858　富山市牛島町9番28号
JR富山駅北口から徒歩3分。

磯部周平（合唱指揮者・クラリネット奏者）　  金川明裕（合唱指揮者）　
菅英三子（声楽家）　　　　長木誠司（音楽評論家）　 信長貴富（作曲家）

福永一博（合唱指揮者）　 藤井宏樹（合唱指揮者）　 本山秀毅（合唱指揮者）

Elise Bradley（エリーゼ・ブラッドリー）（ニュージーランド／指揮者）
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文化庁、富山県、富山県教育委員会、富山市、富山市教育委員会、全日本音楽教育研究会

全日本合唱連盟中部支部、富山県合唱連盟
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第78回全日本合唱コンクール全国大会　中学生部門･高等学校部門

第78回全日本合唱コンクール全国大会を次の要領で開催します。
大会開催規程とあわせて熟読の上、参加手続きをしてください。
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https://www.aubade.or.jp/


程 程

程

*指揮者・伴奏者・独奏者・譜めくり（以下、指揮者等と略す）と合唱メンバーとの入れ替えは可。

程



富山県知事賞、富山市長賞などが贈られる予定です。

申込フォームＡ「基礎申込」の備考欄にご記入ください。

申込フォームＡ「基礎申込」の備考欄にご記入ください。

中学生



https://business.form-mailer.jp/fms/0c86a18a305284

本申込で入力いただいた個人情報は、本大会の運営に必要な範囲内で利用するほか、全日本合唱コンクールに関してご意見を伺うなど全日本合唱連盟内部での検討の際や、全日本合唱連盟
主催事業のチラシ送付等で利用することがあります。また、大会を主催し取材する朝日新聞社、本大会の指定旅行業者であるJTB富山支店、大会の模様を撮影し販売するスタッフ･テスと
ブレーン株式会社に、申込書に記載されている連絡者の名前･住所･電話番号の情報を提供します。また、全日本合唱連盟の個人情報保護に関する基本方針（プライベートポリシー）に基づき
情報管理いたします。ご不明な点がありましたら、全日本合唱連盟までお問い合わせください。

今後の参加申込等スケジュール
申込フォームＡ･Ｂ入力 *東北支部･中部支部の団体は「申込Ａ」を9月30日（火）17:00までに

  「申込Ｂ」を10月2日（木）17:00までに入力してください。

申込Ａ「基礎申込」（団体情報／演奏曲目／楽譜タイトル等画像／舞台設置）

9 月 26日（金）締切
17:00

https://business.form-mailer.jp/fms/cbe9fd36304905

申込Ｂ「アンケート･プログラム原稿」（プロフィール･写真･アンケート）

10 月 6日（月）締切
17:00 申込フォームＣ「参加料明細･入場券申込」入力

https://business.form-mailer.jp/fms/6b6f1e26305714

･スケジュール

10 月初旬頃 出演要項･舞台図･タイムスケジュールを合唱連盟から送付

10 月10日（金）締切
17:00 申込フォームＤ「出演日程」入力

名簿の提出（※中学生部門のみ）
*合唱メンバーの氏名･学年を記した名簿を全日本合唱連盟（event@jcanet.or.jp）にご提出ください。
*下記、全国大会ファイル類のWEBページに名簿フォームを掲載しております。

https://business.form-mailer.jp/fms/edd6c976305300

参加料･入場券代金　送金

出演前日 代表者会議･ステージ見学
審査員用楽譜10部の提出
*代表者会議の受付で提出してください。
*コピー譜不可。詳細は出演要項でご案内します。
*別途、録音録画用としてブレーン株式会社に1部、送付いただきます。

送付については別途、ブレーンからの案内をご参照ください。

出演当日 出演 審査員用楽譜の返却

10 月31日（金）締切
17:00

宿泊証明書 *コンベンション協会補助申請のため、宿泊証明書を全日本合唱連盟
（event@jcanet.or.jp）にご提出ください。
*下記、全国大会ファイル類のWEBページに証明書フォームを掲載しております。

全国大会ファイル類･申込フォームのWEBページ
https://jcanet.or.jp/event/concour/78con-file.htm

*内容詳細は7ページをご参照ください。



（代表者） （代表者）

（代表者） （代表者）

入力締切　10月 6日（月） 17：00

入金締切　10月 10日（金）

申込フォームＣ「参加料明細・入場券申込」に入力してください。
フォームの入力

ゆうちょ銀行からゆうちょ銀行　13230-11873101　トヤマケンガッショウレンメイ
他の金融機関からゆうちょ銀行　普通預金　店番328　店名三二八（サンニハチ） 口座番号：1187310
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https://info.asahi.com/asatike/

9月 30日（火）18:00

9月22日（月）12:00～9月30日（火）18:00

10月 3日（金）

10月 10日（金） 18：00

460

*未就学児は入場できません。
*両日とも客席の入れ替えを行ないます。

生

生

（簡易書留）

混声合唱券 10月 1日（水）18:00
生 同声合唱券 10月 2日（木）18:00

入力締切　10月 6日（月） 17：00

申込フォームＣ「参加料明細・入場券申込」に入力してください。
フォームの入力

入金締切　10月 10日（金）

ゆうちょ銀行からゆうちょ銀行　13230-11873101　トヤマケンガッショウレンメイ
他の金融機関からゆうちょ銀行　普通預金　店番328　店名三二八（サンニハチ） 口座番号：1187310
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乗降：会場に隣接している道路（西側の４車線道路）にて乗降可能です。詳細は出演要項でお知らせいたします。
駐車：不可。駐車が必要な場合は、「富山駅北駐車場バス駐車場（有料）」等を事前予約の上、ご利用ください。

スペースに限りがありますので、希望が重なった場合は、大会指定業者（JTB富山支店）を通じて申し込まれた団体を優先に利用を
受け付けます。詳しくはJTB富山支店からの案内をご覧ください。

JTB富山支店

内

代表者会議・ステージ見学

会議等その他

LIVE

申込フォームA「基礎申込」の

でご回答ください。申込フォームA「基礎申込」の

でご回答ください。



なお、電波抑制装置を作動させますので通信はできません。



中学生部門 高等学校部門

中学混声 中学同声 高校Ａ 高校Ｂ

１ 九州Ｂ※ 中部Ｂ※ 中国Ｂ※ 東京Ａ※

２ 中国Ａ※ 関東Ｂ 中国Ａ 九州Ａ※

３ 北海道Ａ※ 四国Ｂ※ 九州Ｂ 関東Ｂ

４ 四国Ａ※ 関東Ｄ※ 中部Ａ 東北Ｃ

５ 関東Ａ 東京Ａ※ 関東Ｂ※ 北海道Ａ※

６ 東北Ａ 中部Ａ 北海道Ａ※ 四国Ａ※

７ 関西Ａ※ 東北Ｃ 関東Ａ 中国Ａ※

８ 東京Ａ※ 北海道Ｂ※ 東京Ａ※ 関西Ｂ※

９ 九州Ａ 九州Ａ 九州Ａ 東北Ｂ

10 中部Ｂ※ 東北Ｄ※ 東北Ａ※ 東北Ｄ※

11 中部Ａ 中国Ａ※ 九州Ｃ※ 東北Ａ

12 関東Ｂ※ 九州Ｂ※ 中部Ｂ※ 関東Ｃ

13 東北Ｂ※ 東北Ｂ 関西Ａ※ 中部Ａ※

14 四国Ａ 四国Ａ※ 関東Ａ

15 北海道Ａ 関東Ｄ※

16 関東Ａ 関西Ａ

17 関東Ｃ

18 東北Ａ

19 関西Ｂ※

20 関西Ａ

◇ 各支部の推薦団体数が予想団体数を超えた場合、および不足した場合は、次のように取り扱う。
①超えた場合 ……… 各支部の最終記号「※」に引き続き演奏する。

（例） 中学生部門同声合唱の部 、 東北Ｄ※ （演奏順位 10 番）の次に演奏順位 11 番として 東北Ｅ を入れる。
②不足した場合 ……… 最終記号「※」からアルファベット降順に削除する。

◇ 支部内の出場順位は、支部内での抽選により決定する。



第１章 総 則
（名称）
第１条　名称は、「第○○回全日本合唱コンクール全国大会」とする。（以下全国大会と略す）

（大会目的）
第２条　全国大会は、支部から推薦された合唱団が出演し、合唱技術の向上及び合唱音楽の普及を目的として開催する。

（主催）
第３条　主催は、一般社団法人全日本合唱連盟（以下全日本合唱連盟と称す）及び朝日新聞社とする。
             なお、理事会の承認を得て開催地の自治体等を加えることができる。

（後援）
第４条　後援は、関係省庁並びに開催地の自治体及び自治体教育委員会等、全日本合唱連盟理事会において決定したものとする。

（開催期日）
第５条　開催期日の基準は次のとおりとし、全日本合唱連盟理事会において決定する。

（１）中学生部門、高等学校部門
      原則として、毎年１０月最終土曜日・日曜日とする。

（２）大学職場一般部門
      原則として、毎年１１月２３日前後の休日を含めた２日間とする。

（開催地）
第６条　開催地は、原則として９支部を持ち回りとし、全日本合唱連盟理事会において決定する。

（推薦母体）
第７条　出演団体の推薦母体となる支部は次のとおりとする。
全日本合唱連盟北海道支部　　　全日本合唱連盟東北支部　　　　全日本合唱連盟関東支部
全日本合唱連盟東京支部　　　　全日本合唱連盟中部支部　　　　全日本合唱連盟関西支部
全日本合唱連盟中国支部　　　　全日本合唱連盟四国支部　　　　全日本合唱連盟九州支部

（審査）
第８条　審査員は、１部門９名以上とし、全日本合唱連盟理事会において決定する。
２　審査は、原則として過半数方式（新増沢方式）で行う。

（部門及び編成区分）
第９条　部門及びその編成区分は次のとおりとする。

（１）中学生部門      　（２）高等学校部門                    （３）大学職場一般部門
  　混声合唱の部　     　Ａグループ（小編成の部）　　　大学ユースの部
　  同声合唱の部　　     Ｂグループ（大編成の部）　　　室内合唱の部
　 　                                                                              混声合唱の部
　 　                                                                              同声合唱の部

（出演順枠）
第１０条　全国大会の出演順枠は、開催年度の全日本合唱連盟春季理事会において、支部長が抽選し決定する。

第２章 出演団体
（支部から全国大会に推薦できる合唱団数）
第１１条　支部からの推薦団体数の上限は、支部傘下の都道府県大会参加の支部合計団体数により次のとおりとする。

（１）中学生部門
　  ２５団体まで　　　  ２団体　　　２６団体～５０団体　３団体　　　５１団体～７５団体　４団体
　  ７６団体～１００団体 ５団体　　　１０１団体～１２５団体  ６団体
     以下２５団体増える毎に推薦上限が１団体増えるものとする。
     推薦は、各編成区分（混声合唱の部・同声合唱の部）から１団体以上を含まなければならない。ただし、支部大会においていずれか一方の編成区分に
     参加が無い場合は、他方の編成区分から推薦団体数の上限まで推薦することが　　　　　できる。

（２）高等学校部門
　２５団体まで　　　　２団体　　 ２６団体～５０団体　  ３団体      　５１団体～７５団体　  ４団体
　７６団体～１００団体　５団体       １０１団体～１２５団体    ６団体
    以下２５団体増える毎に推薦上限が１団体増えるものとする。
    推薦は、各編成区分（Ａグループ・Ｂグループ）から１団体以上を含まなければならない。ただし、支部大会においていずれか一方の編成区分に参加が無い場合は、
    他方の編成区分から推薦団体数の上限まで推薦することができる。

（３）大学職場一般部門
①大学ユースの部
　１０団体まで　　　  １団体   　１１団体～２０団体　２団体   　２１団体～３０団体　３団体
    以下１０団体増える毎に推薦上限が１団体増えるものとする。
②室内合唱の部・混声合唱の部・同声合唱の部
　３０団体まで　　　  ３団体   　３１団体～５０団体　４団体   　５１団体～７０団体　５団体
　７１団体～９０団体　６団体
    以下２０団体増える毎に推薦上限が１団体増えるものとする。
    推薦は、各編成区分（室内合唱の部・混声合唱の部・同声合唱の部）から１団体以上を含まなければならない。
２　前年度の全国大会において選出された当年度のシード合唱団は、上記参加合唱団数及び推薦数のいずれにも含まれない。

全日本合唱コンクール全国大会開催規程



（支部推薦）
第１２条 支部長は、決められた期日までに支部大会の結果に基づき、前条に定められた出演団体を推薦する。
２ 台風・地震等の影響により支部大会が開催できなかった場合は、演奏音源による審査で推薦することができる。

第３章 その他
（規程の改廃）
第１３条 この規程の改廃は、全日本合唱連盟理事会出席者の過半数の賛成による議決をもって行う。

全日本合唱コンクール全国大会 中学生部門･高等学校部門参加規程

（出演資格）
第１条　出演の資格を有するのは、全日本合唱連盟に所属する各都道府県地区合唱連盟（以下、会員連盟という）のいずれかの部門に加盟し、
             次の要件を満たす合唱団とする。

（１）支部大会で該当部門の代表として支部長の推薦を受けた合唱団

（各部門の出演人数・出演合唱団資格）
第２条　開催規程第９条に規定する各部門及び編成区分の出演人数及び資格は次のとおりとする。出演人数とは、指揮者・伴奏者・独唱者を除く
             合唱メンバーの人数をいう。

（１）中学生部門
　①混声合唱の部、同声合唱の部ともに出演人数６名以上の合唱団
　②同一の中学校の生徒で編成する合唱団、または第３条に定める合唱団
　③団体名には学校名を含めなくても構わない。

（２）高等学校部門
　①Ａグループは出演人数６名以上３２名以下、Ｂグループは出演人数３３名以上の合唱団
　②同一の高等学校の生徒で編成する合唱団、または第３条に定める合唱団
　③団体名には学校名を含めなければならない。
２　出演人数は、前項の範囲内で、府県大会もしくは支部大会での最大申し込み人数の１０％（端数は四捨五入）の増員まで認める。ただし、最大申し込み人数が
      ４０名未満の場合は４名の増員まで認める。
３　指揮者・伴奏者・独唱者・譜めくりが合唱パートを歌う場合は出演人数に含めるものとする。なお、曲ごとに指揮者・伴奏者・独唱者・譜めくりと合唱メンバーが
      入れ替わる場合、同時に合唱パートを歌う人数は第１項の範囲内とする。
４　出演当日に各部門の最低出演人数を下回った場合は審査の対象外とする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、当該団体からの申請により、大会の長が
      判断して審査の対象とすることができる。

（出演に係る条件及び特例）
第３条　出演に係る条件及び特例は次のとおりとする。

（１）同一の学校から複数の合唱団が出演することができる。その場合、出演するそれぞれの合唱団が加盟しなければならない。
（２）中高一貫校及び高等専門学校等は、中学生相当年次を中学生部門、高校生相当年次を高等学校部門として扱う。
      また、小中一貫校及び義務教育学校は、中学生相当年次を中学生部門、小学生相当年次を小学生部門として扱う。

（３）中高一貫校は、高等学校部門に中学生相当年次を含めた編成で出演することができる。その場合、高等学校部門に出演した中学生相当年次の生徒は、
      当該年度に別の合唱団の合唱メンバーとして中学生部門に出演することはできない。

（４）小中一貫校及び義務教育学校は、中学生部門に小学生相当年次を含めた編成で出演することができる。
（５）一般部門等に加盟する合唱団は、中学生相当年次、もしくは中学生相当年次に小学生相当年次を加えた編成で中学生部門に出演することができる。
（６）高等学校部門においては、同一種別内では出演者の重複を認めない。種別とは混声合唱団・男声合唱団・女声合唱団を指す。
２　合同合唱団は、合同合唱団として加盟、もしくは合同する全ての合唱団の加盟を条件とし、常時活動し、当該会員連盟の理事長及び支部長が認めたものとする。
      なお、異なった会員連盟に加盟している場合は、合同合唱団としての加盟を条件とする。

（１）中学生部門
　　下記の編成に該当する合唱団で、合同する合唱団数及び１合唱団あたりの人数は制限しない。
　　①中学校の合唱団同士による合同合唱団
　　②中学校の合唱団と中学生相当年次、もしくは小中一貫校及び義務教育学校を含む中学生相当年次に小学生相当年次を加えた合唱団による合同合唱団
　　③中学生相当年次、もしくは小中一貫校及び義務教育学校を含む中学生相当年次に小学生相当年次を加えた合唱団同士による合同合唱団

（２）高等学校部門
      複数の高等学校の生徒で編成する合唱団で、合同する学校数は制限しない。
      なお、１校は人数の上限を定めないが、他の学校はそれぞれ８名未満の生徒で編成するものとする。
３　加盟している会員連盟や部門を問わず、同一合唱団は当該年度に複数回出演することはできない。同一合唱団とは、構成員の大半が等しく、
      活動状況等も同じとみなせる合唱団をいう。

（指揮者・伴奏者・独唱者）
第４条　指揮者・伴奏者・独唱者の出演資格は問わない。ただし、高等学校部門の指揮者・伴奏者・独唱者については、当該校長が認めたものに限る。
             また、指揮者・伴奏者・独唱者・譜めくりが合唱メンバーに入って歌う場合は第２条及び第３条の出演資格、条件を満たさなければならない。

（シード合唱団）
第５条　中学生部門・高等学校部門においてはシード合唱団を設定しない。

（演奏曲）
第６条　演奏曲は次のとおりとする。

（１）中学生部門は、自由曲を演奏して審査を受けるものとする。
（２）高等学校部門は、課題曲及び自由曲を演奏して審査を受けるものとし、演奏順は課題曲・自由曲の順とする。
（３）課題曲は、全日本合唱連盟発行の当該年度合唱名曲シリーズを購入し、その中から１曲を選択して演奏しなければならない。
（４）自由曲は、曲目及び曲数に制限はない。
（５）出演者全員により、課題曲及び自由曲全曲を同じ種別（混声・男声・女声）で演奏するものとする。

開催規程／参加規程



（演奏時間）
第７条　演奏時間は次のとおりとする。

（１）中学生部門
　  演奏開始から演奏終了まで曲間を含めて８分００秒以内とする。

（２）高等学校部門
　  自由曲の演奏開始から演奏終了まで曲間を含めて６分３０秒以内とする。
２　演奏時間を超過した場合は審査の対象としない。

（伴奏楽器）
第８条　伴奏楽器は自由とする。ただし、主催者の用意するピアノ１台以外は使用団体の責任において用意し、これにかかる費用は使用団体が
             支弁しなければならない。

（演奏曲・曲順・伴奏楽器の変更禁止）
第９条　府県大会・支部大会・全国大会を通じて演奏曲・曲順・伴奏楽器を変更することはできない。

（編成区分・種別の変更禁止）
第１０条　府県大会・支部大会・全国大会を通じて編成区分・種別を変更することはできない。

（出演順枠）
第１１条　全国大会の出演順枠は、開催年度の全日本合唱連盟春季理事会において、支部長が抽選し決定する。

（参加料・出演経費）
第１２条　参加料は次のとおりとする。

（１）参加料は有料とし、その金額は全日本合唱連盟理事会において決定する。
（２）参加料は申し込みと同時に納入するものとし、一旦納入した場合は原則として払い戻さない。
（３）やむを得ない事情で全国大会が開催できなくなった場合、それまでに発生した費用を差し引いた金額を返金する。
２　その他出演に要する費用は、出演団体の負担とする。

（表彰）
第１３条　出演した全合唱団を各部門、編成区分ごとに審査し、それぞれに対して、金・銀・銅いずれかの賞を贈る。
２　         この他に特別賞を贈ることがある。

（規程違反の扱い）
第１４条　出演資格等本規程に違反したときは出演停止または審査対象外とする。後日発覚した場合は入賞を取り消すことができる。
２　         出演資格等に疑義が生じた場合は、合唱団が証拠を示さなければならない。

（規程の改廃）
第１５条　この規程の改廃は、全日本合唱連盟理事会出席者の過半数の賛成による議決をもって行う。

参加規程

https://www.asahi.com/s-plus/live/2025/chorus2025.html



オーバード・ホール（2,196席）
〒930-0858　富山市牛島町9番28号
JR富山駅北口から徒歩3分。

バス乗降可能範囲



第78回全日本合唱コンクール全国大会実行委員会事務局

〒939-1366
富山県砺波市表町18-29（砺波市立出町中学校内）
第78回全日本合唱コンクール全国大会実行委員会

070-9353-8784

*9/1（月）より開局。

旅行業者（JTB富山支店）

〒930-0003
富山市桜町1-1-36  富山地鉄ビル

JTB富山支店
担当：山下

問合先：「第７8回全日本合唱コンクール全国大会」デスク
TEL 076-431-7581／FAX 076-441-1320

平日の9：30～17：30。土曜・日曜・祝日は休み。
未定

写真業者（スタッフ・テス）

〒153-0044 　東京都目黒区大橋１丁目６－３ 日米ビル
スタッフ・テス株式会社

TEL 03-3463-2405／FAX 03-3477-7006

78competition.toyama@gmail.com

*基本はメール連絡のみ受け付けます。（急ぎの要件のみ電話受付）

event@jcanet.or.jpe-mail




